
川口市マスコット
「きゅぽらん」

処遇改善等の加算を
取得して職員に還元

したい！

働きやすい職場環
境を作りたい。相談
できる場所ってある

のかな？

新型コロナウイルスの
影響で収入が減少して
困っている。収益を増や
したいけど加算の取り方
がわからない・・・。

営業休止や廃止を避け
るため今のうちに何か
対策をとりたい！

そんな時、介護事業所をサポートするのが
『川口市介護事業所相談支援事業』です。

川口市内の介護事業所が（公財）介護労働安定センターの雇用管
理コンサルタントの専門相談を受けることでより良い職場環境をつ
くることができます。費用についてもご心配いりません！
１事業所最大4回まで無料で相談を受けられます。

★まずは、お電話ください！
【問合せ・連絡先】
川口市役所 介護保険課 事業者係

電話 ０４８－２５９－７２９３
ＦＡＸ ０４８－２５８－７４９３

応募は先着順です！



川口市介護事業所相談支援事業

～利用事業所からの声～

第三者の視点で事業所を見てもらうことで、事業所の良い
点、悪い点を聞くことができました。外部の方に業務の相
談に乗ってもらえる機会は貴重なので、よい刺激となり助
かりました。

処遇改善加算を取得することができ、介護職員の定着に
繋がりました。他にも困っていることについて相談がで
きたので助かりました。

人材開発及び雇用管理に関わる助成金について、書類の書
き方や申請方法を相談し、その結果、無事に助成金を受け
取ることができました。令和３年度の報酬改定で新たに加
わったＢＣＰの作成や虐待防止に係る措置、ハラスメント
についても詳しく教えてもらえました。

お困りの事業所は、ぜひご相談ください


